
判
決
の
前
提
を
覆
す
新
事
実
が
明

ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
事
実
調
べ

を
行
わ
ず
に
審
査
を
行
う
こ
と
な

ど
で
き
ま
せ
ん
。

が
不
当
労
働
行
為
を
行
っ
た
場
合

は
別
」
と
し
て
い
ま
す
。
最
高
裁

に
よ
る
労
働
委
員
会
の
解
体
、
労

働
基
本
権
の
破
壊
を
許
さ
な
い
決

定
的
な
闘
い
で
す
。
１
月
22
日
、

千
葉
地
裁
へ
の
大
結
集
を
訴
え
ま

す
。
裁
判
終
了
後
に
は
千
葉
市
文

化
セ
ン
タ
ー
で
総
決
起
集
会
も
開

催
し
ま
す
。

　
動
労
総
連
合
は
10
月
22
日
、
千

葉
県
労
働
委
員
会
の
忌
避
申
立
却

下
決
定
の
取
消
を
求
め
、
千
葉
地

裁
に
行
政
訴
訟
を
始
め
ま
し
た
。

47
人
の
大
弁
護
団
を
結
成
し
、
国

鉄
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
に
向
け

た
新
た
な
闘
い
で
す
。
安
倍
政
権

　
最
高
裁
判
決
を
覆
す
新
事
実
を
暴
く

　
し
か
し
、
千
葉
県
労
働
委
員
会

の
村
上
典
子
公
益
委
員
は
わ
ず
か

２
回
の
調
査
で
事
実
調
べ
を
ま
っ

た
く
行
わ
ず
に
打
ち
切
り
を
宣
言

し
た
の
で
す
。
労
働
委
員
会
規
則

に
も
な
い
違
法
行
為
で
す
。

　
そ
も
そ
も
労
働
委
員
会
は
、
団

結
権
な
ど
労
働
基
本
権
を
擁
護
す

る
た
め
の
機
関
で
す
。
そ
の
た
め

に
政
府
や
裁
判
所
か
ら
も
独
立
し

た
行
政
機
関
な
の
で
す
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
村
上
委
員
は
「
最
高
裁

判
決
で
責
任
が
な
い
と
確
定
し

　
労
働
委
員
会
は
真
実
か
ら
逃
げ
る
な
！

た
」
と
真
実
に
向
き
合
う
こ
と
か

ら
逃
げ
た
の
で
す
。

　
弁
護
団
は
忌
避
を
申
し
立
て
ま

し
た
が
、
千
葉
県
労
働
委
員
会
は

９
月
27
日
に
申
立
を
却
下
し
、
さ

ら
に
は
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立

も
却
下
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
労
働
委
員
会
制
度
の
自
殺

行
為
で
あ
り
、
労
働
者
の
権
利
を

根
本
か
ら
打
ち
砕
く
攻
撃
で
す
。

　
国
鉄
闘
争
の
新
た
な
闘
い
と
し

て
１
・
22
千
葉
地
裁
を
闘
お
う
。

47
人
の
大
弁
護
団
を
結
成
し
、国
鉄
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
へ
新
た
な
闘
い

１・２２千葉地裁に大結集を
千葉県労働委員会忌避申立て却下取消し行訴

１月２２日（火）千葉地裁　６０１号大法廷 ９時４５分に千葉県労働委員会前（千葉県庁）に集合後に千葉地裁に移動します。裁判後に千葉市文化センターで動労総連合決起集会

国
鉄
分
割
・
民
営
化
に
反
対
し
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
闘
争
を
支
援
す
る
全
国
運
動

　
千
葉
市
中
央
区
要
町
２
―
８
Ｄ
Ｃ
会
館
内
　
℡
０
４
３
―
２
２
２
―
７
２
０
７

 

労
働
委
員
会
解
体
・
労
働
基
本
権
破
壊
を
許
す
な
！

準
の
策
定
を
指
示
し
た
の
が
斎
藤

英
四
郎
・
Ｊ
Ｒ
設
立
委
員
長
で
あ

り
、
設
立
委
員
会
で
正
式
に
決
定

さ
れ
た
こ
と
も
暴
き
出
し
ま
し

た
。
国
鉄
改
革
法
23
条
は
「
設
立

委
員
の
行
っ
た
行
為
は
Ｊ
Ｒ
の
行

為
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
不
当

解
雇
の
責
任
が
、
直
接
Ｊ
Ｒ
に
及

ぶ
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　
こ
の
新
た
な
事
実
に
基
づ
き
、

動
労
千
葉
と
動
労
総
連
合
は
Ｊ
Ｒ

東
日
本
に
国
鉄
１
０
４
７
名
解
雇

撤
回
と
団
交
開
催
を
求
め
る
不
当

労
働
行
為
救
済
申
立
を
千
葉
県
労

働
委
員
会
に
行
い
ま
し
た
。「
Ｊ

Ｒ
に
責
任
な
し
」
と
し
た
03
年
最

高
裁
判
決
で
さ
え
「
設
立
委
員
会

　
動
労
千
葉
は
15
年
６
月
、
国
鉄

分
割
・
民
営
化
の
際
の
不
採
用
基

準
が
不
当
労
働
行
為
だ
っ
た
と
最

高
裁
で
確
定
さ
せ
ま
し
た
。
裁
判

の
過
程
で
採
用
候
補
者
名
簿
の
基

▪
１
月
22
日
（
火
）
９
時
45
分
、
千
葉
県
労
働
委
員
会
（
千

葉
県
庁
南
庁
舎
）
前
に
結
集
後
、
千
葉
地
裁
に
移
動
し
ま
す
。

裁
判
は
10
時
30
分
か
ら
６
０
１
号
大
法
廷
。
裁
判
後
に
千
葉

市
文
化
セ
ン
タ
ー
で
動
労
総
連
合
決
起
集
会
を
開
催
し
ま
す


